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【開催日】 令和２年１０月９日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後１時３０分～午後２時４０分 

【出席委員】 

委  員  長 髙 松 秀 樹 副 委 員 長 山 田 伸 幸 

委     員 伊 場   勇 委     員 水 津   治 

委     員 長谷川 知 司 委     員 藤 岡 修 美 

委     員 松 尾 数 則 委     員 宮 本 政 志 

委     員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議     長 小 野   泰 副  議  長 矢 田 松 夫 

 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 川 地   諭 

総 務 部 次 長 兼 人 事 課 長 辻 村 征 宏 総務課長 田 尾 忠 久 

市民部長 川 﨑 浩 美 環境課長 河 上 雄 治 

福祉部長 兼 本 裕 子 福祉部次長兼社会福祉課長 岩 佐 清 彦 

福祉部次長兼健康増進課長 尾 山 貴 子 経済部長 河 口 修 司 

 

【事務局出席者】 

事 務 局 次 長 石 田   隆   

 

【付議事項】 

１ 新型コロナウイルス対策本部会議の報告について 

２ 要望書の作成について 

 

午後１時３０分 開会 
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髙松秀樹委員長 それでは新型コロナウイルス感染症対策特別委員会を始めま

す。本日は、最初に、新型コロナウイルス対策本部会議がございました

ので、その報告からお願いいたします。 

 

田尾総務課長 それでは、昨日行われました第２３回山陽小野田市新型コロナ

ウイルス対策本部会議の報告をさせていただきます。まず１番の現状の

報告について、健康増進課より報告させます。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 最初に、健康増進課から県内及び市内の感染

状況について報告させていただきます。お手元資料の１ページを御覧く

ださい。県内の感染者数は２０６名です。うち、入院患者数が７人、そ

して市町別は御参照ください。山陽小野田市は６６件です。ＰＣＲの検

査状況が１万２５０件、そして相談件数が４万６，４９１件です。２ペ

ージ、３ページをお開きください。前回の対策本部会議において６１例

目まで御報告させていただいております。それ以後の報告ということで

６２例目、６３例目以降になりますが、６２、６３例目は、双方の濃厚

接触という形となっております。６４、６５、６６例目は、県内１９８

例目、宇部市の方ですが、この方の接触者ということで陽性確認をされ

ております。昨日時点の状況ですが、本市の入院患者数は２名というふ

うに聞いております。健康増進課からは以上です。 

 

田尾総務課長 それでは、次第の２、１０月１２日から１１月末日までの施設

利用についてということで総務課から御説明させていただきます。資料

の４ページを御覧ください。山陽小野田市では、１０月１１日まで屋外

施設、屋内施設、両方とも収容率の５０％以内ということで利用制限を

設けておりました。これを１０月１２日から１１月末日まで、国の指針

に基づきまして、１番が利用条件になりますが、大声での歓声、声援等

がないことが前提としうるものに限りましては１００％以内。大声での

歓声、声援等が想定されるもの、これらは収容率の５０％以内となりま

す。つきましては、ロックコンサートやスポーツイベント等は収容率の



3 

 

５０％以内ということにさせていただきます。この条件に加えまして、

一部を制限する施設を下記の表に一覧で挙げております。まず、１番、

市民部の市民体育館のトレーニングルームですが、これは１０月１１日

まで利用制限を課しておりましたが、トレーニングルームは解除いたし

て、今までどおり自由に使えることになります。それから、不二輸送機

ホールのスタジオ、１０月１１日までは利用休止でございましたが、利

用人数を２人まで、１利用当たり２時間以内ということで利用できるよ

うにいたします。それから市民館の調理室、こちらは１０月１２日から

利用制限なしということで使えるようになります。続きまして、４番、

福祉部のスマイルキッズです。プレイスペースに限りましては、１０月

１１日までは午前午後の二部に分けまして１０組の予約制といたしてお

りましたが、１２日からは午前午後の二部に分けまして３０人までの予

約制ということで緩和をいたします。これはお子様が大声での歓声が上

がるという施設ということで、定員が６０人で、その２分の１の３０人

とさせていただいております。また、キッズキッチンですが、これは引

き続きプレイスペース利用時間のみの開放とさせていただきます。続き

まして５番、経済部の勤労青少年ホームの音楽室です。１１日までは利

用中止でしたが、こちらも利用人数は２人まで、１利用当たり２時間以

内ということで制限を緩和しております。続いて、６、７、８、教育委

員会、まず公民館の調理室です。調理室に限りましては、利用制限を設

けておりましたが、こちらは利用制限を解除いたします。サウナに関し

ましては３人までの利用としておりましたが、引き続き３人までの利用

ということで制限を設けさせていただきます。最後に中央図書館です。

半分の利用に限っておったところ、利用制限をまず個人席の解除いたし

ます。ＤＶＤの視聴ブースに限りましては、個人ブースの５分の３が利

用不可のところを解除いたしまして、複数人ブースだけ利用不可という

ことで緩和をしております。以上が１０月１２日から１１月末日までの

施設利用の方針ということです。以上でございます。 

 

髙松秀樹委員長 お手元にある本部会議の次第の１の現状の報告についてと、



4 

 

２の施設利用について、この二つの説明を受けましたので、質問等があ

れば受け付けますが、いかがですか。 

 

藤岡修美委員 施設の利用制限が緩和されたということですけど、以前の制限

内容で、現実に今ここに記述してある施設の利用状況っていうのは把握

されていますか。 

 

田尾総務課長 対策本部にて利用状況の報告等はございませんでした。 

 

長谷川知司委員 それは一つに周知の方法があると思うんです。どういう形で

広く市民に周知するか、それをどのように考えているか教えてください。 

 

田尾総務課長 周知の仕方は以前と同じで、ホームページや広報を通じて周知

させていただいております。方針は変わっておりません。 

 

長谷川知司委員 広報というのはいつの広報でこれを周知されますか。 

 

田尾総務課長 １０月１５日号の広報です。報道機関におきましては昨日発表

させていただいております。 

 

吉永美子委員 そういった広報をしてもらわんといけんわけですが、例えばト

レーニングルームといったところは、団体はある面、市から団体の方に

というかやり方もまた別途あるかもしれませんが、個人的なところとか

いうのは、例えばトレーニングルームの入り口とかに貼って、今度解除

になりますよっていうこととかのお知らせなどは具体的にされるんです

よね。 

 

田尾総務課長 当然、各施設において周知させていただきます。 

 

松尾数則委員 音楽室は２人と書いてあるんですが、部屋に入るのが２人とい
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う意味ですか。 

 

田尾総務課長 ２人が入るという意味でございます。 

 

髙松秀樹委員長 主な利用条件のところで大声での歓声、声援等っていうのは、

これは恐らく観客席の話だと思うんですけど、例えばカラオケ大会とい

うのは、どちらに当たるんですか。１００％に当るんですか、５０％に

当るんですか。 

 

田尾総務課長 下のほうの大声での歓声が想定されるものに入ると思われます。

５０％以内、２分の１ですね。 

 

髙松秀樹委員長 それは一律に行政が決めるんですか。それとも主催者と打合

せをして歓声、声援があるかないかを確認した上で決めるんですか。 

 

田尾総務課長 これは国の方針でございますので、これに基づいて、例えば、

飲食店関係のガイドラインが改正されて、カラオケ等に限ったら２分の

１に限るというようなことが発表されるものと思われます。 

 

髙松秀樹委員長 だから国の方針もカラオケ大会等は、この５０％以内という

ことになっているということですか。（「そういうことです」と呼ぶ者

あり）分かりました。 

 

山田伸幸副委員長 公民館等に付随している体育館は、これでいうと制限はな

いということだと思うんですけれど、まず、それを確認させてください。 

 

田尾総務課長 イベントによるものと思われます。大声での声援等が想定され

るものは２分の１になろうかと思われます。 

 

山田伸幸副委員長 実際には、客ではなくて、プレーをされる方同士がやはり
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非常に大きな声を出される。自分たちのプレーに対して声援を上げたり

しているわけですが、そういうことが想定される場合も、この５０％と

いうことなんでしょうか。 

 

田尾総務課長 そのとおりだと思われます。 

 

長谷川知司委員 この表以外の施設はどのようになっているんですか。 

 

田尾総務課長 先ほども申し上げましたように、１番の利用条件に基づいて大

声が想定されないものに関しては１００％以内、されるものに限りまし

ては５０％以内ということになります。 

 

伊場勇委員 利用者の情報、名前や住所等は、今までどおり記載して確認をす

るということで間違いないですか。 

 

田尾総務課長 今までどおりということになります。 

 

山田伸幸副委員長 非常に曖昧な表現がされているんですが、大声での歓声、

声援というふうになっていますが、これはどうやって見分けるんでしょ

うか。 

 

田尾総務課長 これは国のガイドラインでございますので、これに基づいて、

それぞれの業界がガイドラインを作っていく、改正していくということ

になろうと思います。 

 

髙松秀樹委員長 つまり、ガイドラインにある程度例示がしてあるっていうこ

となんでしょ。 

 

田尾総務課長 例えば先ほどのカラオケとか飲食店については、飲食店関係の

ガイドラインが改正されるはずなんです、国のこの方針に基づいて。う
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ちの市の公共施設は、この方針に基づいて、先ほど申しましたように、

大声が想定されないものは１００％、されるものは５０％ということで

ございます。それぞれの業界においてガイドラインがございますので改

正されるものと思います。ですから、曖昧なところは、それぞれのガイ

ドラインを見て、それぞれの業界にお尋ねいただきたいと思います。 

 

髙松秀樹委員長 ほかにいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）なければその

他の説明、報告をお願いします。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 その他の中で健康増進課から３点ほど御報告

と依頼をさせていただきますので、その件について御説明させていただ

きます。５ページを御覧ください。御存じのとおり地域外来・検査セン

ターを設置いたしましたので、その説明をさせていただいております。

ただ、この仕組みについては、先日の補正の委員会で説明しております

ので割愛させていただいてよろしいでしょうか。 

 

髙松秀樹委員長 はい、いいです。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 ２点目といたしまして７ページです。これは

情報提供ということで、山口県予防保健協会から新型コロナウイルスＰ

ＣＲ等検査の自費診療を開始したという連絡がありましたので、こちら

を御報告させていただいております。この度、予防保健協会が山口大学

と連携して、自費診療を開始されることとなっております。１の日程の

ところを御覧いただくと、７日から一応原則として毎週水曜日と、それ

と対象者のところですが、当面は企業や団体から依頼があった方、ビジ

ネス海外渡航のための陰性証明が必要な方を対象としているということ

です。３の実施方法の（２）を御覧いただくと、電話で予約ということ

で１日当たり最大２６検体、毎週水曜日の午前９時から正午まで、実施

場所は非公開となっております。金額ですけれども、８ページを御覧く

ださい。ＰＣＲ検査の場合は２万５，０００円の税別、抗原定量検査の
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場合は９，８００円の税別となっております。こちらに関してはもう、

これを報告させていただいたというところです。それと３点目といたし

まして、９ページを御覧ください。この冬、新型コロナウイルスとイン

フルエンザの同時流行が非常に懸念されているということで、インフル

エンザワクチンの接種についての御依頼をさせていただいております。

９ページは、国が出している資料ですが、１０月１日からは、取りあえ

ず６５歳以上の方と定期接種対象者の方を優先的にということで御案内

しております。よって、特に高齢者の方に今、健康増進課でもいろいろ

な形で周知はしておりますが、各窓口だとか各行事でも周知をしていた

だきたいということをお願いさせていただいております。そして、１０

ページを御覧ください。この度、県が生後６か月から小学６年生までの

インフルエンザの予防接種の費用の助成を行うこととなっております。

こちらについても、各小学校、幼稚園、保育園と全て保護者宛ての文書

を出す予定にはしておりますが、これもまたあらゆる場面で周知をお願

いしますということで依頼を掛けております。健康増進課分は以上です。 

 

髙松秀樹委員長 以上３点その他３点について質問があればお願いします。 

 

宮本政志委員 資料の５ページの７番なんですけど、検査自体の自己負担はな

しってこれは分かるんですけど、この次の括弧の診療情報提供料、院内

トリアージ実施料っていうのは簡単にどういったもので、負担がどれぐ

らい生じるものですか。大体でいいです。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 すいません。資料のどこに入れたかが分かり

ませんので、後ほど回答させていただきます。 

 

髙松秀樹委員長 調べておいてください。その他の質問。 

 

山田伸幸副委員長 ９ページの季節性インフルエンザワクチン接種のことで、

ホームページを見ると経費が１，４９０円となっているんです。実際に
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は、インフルエンザワクチンは大体２，５００円以上するものだと思い

ます。この１，４９０円をよく見ると、障害の手帳を持つことが条件で

あるようなふうに書いてあるんです。これは私も間違えたんですけれど、

そういう問合せは、来ておりませんでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 そういう問合せは、こちらでは受けておりま

せん。 

 

山田伸幸副委員長 私自身がしたんですけど、これについては。私は、医師の

指示があってワクチンを接種しなさいということで接種したんですが、

その際に２，５００円以上の経費を払ったんですけど、ホームページを

見ると１，４９０円でいいんだというふうな書き方がしてあったんです。

あれは非常に紛らわしいので、それは是非注意をして、もう少し分かり

やすく表示されたほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。

そういうふうに広報にも出ています。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 掲載方法については、中でもう１回検討した

いと思います。 

 

髙松秀樹委員長 先ほどの副委員長の質問についてはまだ調べよるんですね。

もう少ししたら１回休憩を取りますので。ほかに。 

 

宮本政志委員 多分答えにくいと思うんですけど、今日、山形大学が対面授業

を始めたよっていうニュースがお昼にあったんですけど、今の理科大の

授業の状況はどうでしょうか。 

 

古川副市長 理科大も対面授業が大分出てきまして、特に実験関係は対面が大

分出てきておるというような報告は受けております。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 申し訳ございませんでした。先ほどの御質問
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の初診料だとかトリアージ実施料が大体幾らぐらいかということですが、

初診料が２８８点、２，８８０円、再診料であれば７４０円、院内トリ

アージ実施料が３，０００円。ですから、この辺は保険診療になります

ので、その方の保険によってその３割負担になるか１割負担になるかと

いうのはそれぞれになります。 

 

髙松秀樹委員長 この院内トリアージ実施料というのはどういう料金になるん

ですか。院内でトリアージして、その料金でしょうけど。分かりますか。

せっかくの機会なんで。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 申し訳ございません。正確に詳しく説明とな

るとちょっと違ってしまうかもしれませんが、この検査が必要かどうか

をトリアージするというような形で解釈しております。 

 

山田伸幸副委員長 もうすでにこの事業は月曜日からスタートしているんです

が、今現在、受診件数等が分かればお答えいただきたいんですけど。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 現在までで５件ほど利用があります。 

 

山田伸幸副委員長 思った以上に少ないんですが、これは医師の指示が必要だ

ということなんですが、検体を採取する医療機関がまだまだ足りないと

いうことはないですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 まず１点目、議員おっしゃいましたように、

登録医療機関の判断が必要ということです。その判断する登録医療機関

が足りないのではという件に関しましては、現時点では、足りてないか

らこの５件というふうな見方はしておりません。ただ、これは補正の委

員会のときも申し上げましたが、こちらについては、徐々に登録医療機

関数を増やしていく予定にしておりますし、その準備も整いつつありま

すので、もう少しすればもう少し増えてくるという形です。 
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山田伸幸副委員長 登録医療機関は、そんなに簡単ではないというふうに聞い

ております。やはり、当初の説明では、車で患者に待っていただくだと

か、別室を準備できる医療機関はそこに案内をするだとか、あるいは、

よそのやり方としては、テントなどを設置して、そこで待機してもらう

などいろいろやられているんですが、この辺が市内の登録医療機関は、

きちんとされた上で登録しなくちゃいけないので、かなり大変だという

ふうな話を聞いたんですけど。どうなっているんでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 まず、市が登録をする上で、こういう体制が

整備できていないと登録しないというような縛りは一切ございません。

あくまでも、各病院の先生方が自分のところで検体が採取できる状態が

整っているということで、手挙げをしていただいたところを登録させて

いただいているということです。 

 

吉永美子委員 前回なのかな、委員会で登録医療機関についてお聞きしたとき

に、条件はないというふうにおっしゃっていたということは、登録医療

機関になりやすいと思うんですが、なかなか手を挙げちゃないという実

態があるのかということと、今の数を教えていただいてもいいんだった

ら教えてください。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 まず、なりにくいかどうかということに関し

て、最初に、少数の医療機関で始めたというようなお話はさせていただ

いたと思いますが、これはちょっと医師会の考え方としてもあったとい

うところです。最初からどっと広げてやるよりも、まずは今まで協議に

加わっていただいたような医療機関でやってみて、課題とかを洗い出し

てから広げていったほうがやりやすいんではないかというところもあっ

て、少数から始めているというところです。次に件数ですけれども、こ

ちらは現段階では非公表ということでお許しください。 
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伊場勇委員 自己負担のところで少し疑問に思ったんですけど、体調に不安が

ある方が病院に行って、それが登録医療機関であれば、そのままスムー

ズにいくと思うんですが、そうじゃなくて掛かり付け医になったときに、

再診料とかいろいろなお金が掛かりますよね。で、掛かり付け医が登録

医療機関じゃなければ紹介されますよね。そっちでもまたそういった初

診料とかが取られるということはもうしようがないことだということな

んですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 掛かり付け医が登録医でない場合に登録医に

紹介されるパターンとして大きく二つあると考えております。まず一つ

は診察をされた上で検査が必要という場合、それに関しましては、今お

っしゃられましたように、診察料だとか、その辺が再度掛かってくると

思われます。ただ、掛かり付け医に掛かられるときに事前に電話という

のをされますので、例えば電話の段階で、ある程度先生が聞き取りをさ

れて、電話で登録医療機関へ依頼された場合には、この辺の費用は発生

しないのではないかというふうに考えております。 

 

伊場勇委員 例えば、味覚障害とか、そういうところがあったら、まず電話で

掛かり付け医に問い合わせるっていうことが望ましいというか、そのほ

うがいいということですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 はい、発熱も含め何らから御自分がコロナか

なとか心配な方は、まずは電話をしていただくというところは、こちら

も周知していきたいと考えております。 

 

水津治委員 １０ページの県の事業でありますインフルエンザ予防接種費用助

成事業ですね。これはもう既に予防接種をされた方、これは県がどのよ

うに県民に周知されたかという時期もあると思うんですが、医療機関が

このことを知っておられれば無料ということもその場で分かると思うん

ですが、そういったことについて懸念されるのが、もう既に予防接種を
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された方が実費で払っておられるんじゃないかなということで、これに

ついてお尋ねします。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 まず、たしかこの事業は、県のこの度の補正

でというふうに聞いておりますので、周知が始まったのは最近のことだ

というふうに認識しております。遡りがあるかどうかは確認をしてお答

えします。 

 

藤岡修美委員 インフルエンザワクチンについて質問します。インフルエンザ

も感染防止は、ソーシャルディスタンス、マスクの着用、手洗いという

ことで、これはコロナと一緒なんですけど、多分、今コロナ対応でこれ

らをやっているんで、かなりインフルエンザが減ってくるっていう情報

もありますが、市のスタンスとしては、このインフルエンザワクチンは

勧めるということですか。ワクチンは必ずしも発病を防ぐわけではない

とあります。その辺ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 強制ではございませんが、できれば多くの方

に接種していただきたいと考えております。 

 

山田伸幸副委員長 検査センターの役割のことでお伺いしたいんですが、心配

な方が掛かり付け医で相談されますよね。そのときに検体採取は別の病

院ということになったときに、高齢であるとか、あるいは生活困窮とか

で、そこまでタクシーで行くのが難しいというような状況もあるんじゃ

ないかなというふうに思うんですが、そういった場合、どのように対応

されるんでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 現在、市内の中にある程度満遍なく登録医療

機関があるとは考えております。ですから、例えば、極端な話ですが、

もう２キロ先でもタクシーでないと難しいというような方の対策までは

ちょっと現時点では考えておりません。 
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髙松秀樹委員長 そのほかありますか。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

その他のその他があるんですよね。あるけど、この委員会が３０分過ぎ

たんで、ここで換気のために５分間休憩します。２時７分に再開いたし

ます。暫時休憩します。 

 

午後２時２分 休憩 

 

午後２時７分 再開 

 

髙松秀樹委員長 それでは委員会を再開いたします。まず答弁漏れがありまし

たので、そこから行きましょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 先ほど、県のインフルエンザ予防接種費用助

成事業に関して、既に受けられた方のという御質問がございましたが、

今、県に確認いたしましたら、まず１点目、償還払いは行っていないと。

ただ、インフルエンザは大体１０月から始まります。９月末には事前に

県から県の医師会のほうにもう通知をされているということでしたので、

ほぼ、お金を払って受けられている人は考えにくいという回答を頂いて

おります。 

 

髙松秀樹委員長 よろしいですか皆さん。それでは、その他、どうぞ。 

 

川﨑市民部長 市民部から御報告させていただきます。先月、新型コロナウイ

ルスの感染防止対策の新しい取組として、感染防止対策取組宣言をされ

た飲食店にステッカーを配布するという応援制度を始めさせていただく

という御説明させていただいたと思います。その進捗状況を報告したい

と思います。９月１５日から周知活動を始めました。市と小野田商工会

議所、山陽商工会議所、小野田料飲店組合の４者が共同で周知活動を始

めました。そしてその後に随時、宣言が市に対して出されておりまして、
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１０月７日時点で宣言店舗数は３３件でございます。これを順次、市で

内容をチェックして、９月３０日から宣言のあった店舗に出向いて、宣

言された内容がきっちりと対策が取られているかを確認いたしまして、

ステッカーを順次配布しているところでございます。昨日現在で２１店

舗に配布済みでございます。確認に出向いたお店はいずれもしっかりと

対策が取られておりました。中には必須項目以上のオプション項目にも

取り組もうと必要な備品を今発注中であるという店舗もございました。

以上、報告でございます。 

 

髙松秀樹委員長 今の報告について質問はありますか。なければ報告は以上で

いいですか。はい、もう１点どうぞ。 

 

河口経済部長 経済部から山陽小野田市の商品券発行事業について進捗の状況

を報告させていただきます。この事業の内容につきましては、以前の委

員会の中でお話をさせていただきましたので、今回、取扱店につきまし

て１０月７日現在でございますが、５１７店舗ということで随時受付を

しておりますので増えてきているところでございます。それから、この

商品券の郵送につきましては、前回の委員会の中では発送が遅れるとい

うことで御報告をさせていただきました。最終的に郵便局のお話を聞く

中で１０月１７日、来週の土曜日までに全世帯に配布が可能だろうとい

うことで報告を受けているところでございます。以上でございます。 

 

髙松秀樹委員長 今の報告について質問がある方はどうぞ。 

 

山田伸幸副委員長 これはかなり幅がありますね。もう既に先ほどからここで

も話題になっていたんですが、もう半分以上は行っているのかな。そう

でないところと随分差があるんですけど、手間が掛かる理由は何なんで

しょうか。 

 

河口経済部長 手間の掛かる理由は、はっきり分かりませんが、地区ごとに配
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っているわけではないと。業者から郵便局に全部の発送物が届きまして、

郵便番号順には並べておられて、それをその地区の担当者が把握して取

っていって配布をしていると。毎日毎日それを続けているということは

聞いておりますが、地区でまとめて配布しているということではないと

いうことは聞いております。 

 

山田伸幸副委員長 それと昨日聞いたんですけれど、市営住宅、県営住宅の場

合、１軒１軒のポストではなくて、下の集合ポスト、鍵の掛かってない

ところに入れてあって、盗難の恐れがあるんじゃないかという心配の声

を聞いているんですが、その辺はそれぞれの玄関ポストに入れるような

そういう指示はされてないんでしょうか。 

 

河口経済部長 その件についての指示はしておりません。ポストに入れていた

だくような普通の郵便物と同じ扱いで行っていただいておるところでご

ざいます。 

 

髙松秀樹委員長 恐らく今の質問は、金券で、そういう危険性があるんじゃな

いかという指摘を受けたと思うんで、更に質問があれば。 

 

山田伸幸副委員長 正にそのとおりで金券なんですよ。集合ポストに行かれた

ら分かるんですけど、手が幾らでも入ります。ですから、今までだった

ら郵便局は必ず集合ポストでなくて、個別のポストに入れていたと思う

んですけど、金券に対する考え方がちょっと緩いんではないかなという

ふうに思うんですが、まだそういう苦情とかいうのは担当課に上がって

きてないんでしょうか。 

 

河口経済部長 今、担当課では、そのような内容は聞いておりません。 

 

髙松秀樹委員長 このスマイルチケットについて、その他委員から質問はいい

ですか。 
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藤岡修美委員 商品券はいつ来るかって待たれている方も多いと思うんですが、

このこと自体、広報等々でＰＲはされているんでしょうけど、全然知ら

ない、特に高齢者の独り世帯とか、何それという感じの方もおられるん

ですけども、その辺りの取扱いを検討されていますか。 

 

河口経済部長 高齢者の方がホームページを見るというのはなかなか難しいと

ころかもしれませんけれども、広報でもお知らせする、それからホーム

ページでも遅れるということも当然発表をさせていただいております。

後は、今日もそうなんですけど、民生委員が民協の１区と山陽と２区が

会議をされていますけど、その中で民生委員に高齢者のお宅を回ってい

ただけるということでその辺のお願いを「来たかね」とか、「分からん

ことは聞いてくれ」とか、民生委員からお話をしていただくような形を

取っております。 

 

吉永美子委員 うちは早く来たんですけど、当時四百幾つかで、それよりかな

りプラスになっていますよね。増やしていかれることはとてもいいこと

なんだけど、結局、この一覧にはそのお店は載りませんよね。だから私

が行っているあの店は違うんだなって思う人も出てくる可能性はあるん

だけど、きちんと締めてから発送というのは不可能だったのかなという

気がしています。もう終わったことなので、じゃあどうしていくかって

いうところでは周知っていうところはいつものとおりホームページや広

報だっていうお答えしかならんのでしょうけれども、やっぱり、どうせ

やるからには、きちんとその店を完璧な形で出すのがベストだったんじ

ゃないかなと思うんですが、なぜこうなったんですか。一応聞きます。 

 

河口経済部長 当然この商品券を発行すると同時に、どの店で使えるかという

ことで、当然同封して送っております。随時、希望される店もございま

すので、当然それを追加していきたい。市民の皆さんの利便性を図りた

いというのも当然ありますので、そういうような形を取っておりますの
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で、一つには、今のぼりとポスターと、それからステッカーという形で、

後から随時募集したところも当然その３点セットをお配りしております。

その場所によっては貼りにくいとかあると思いますけども、そのステッ

カーを見ていただくということで、今電話でお問合せがあるときに、ホ

ームページもありますけれども、お年寄りにとっては旗とかステッカー

がありますので、行きたいところをそれで確認していただければという

ことでお伝えはしているところでございます。 

 

吉永美子委員 増えているっていうこと自体はいいことだと思いますけれども、

やはりできれば、せっかくの一覧ですので、何々時点での数ですとは書

いてありますね。その点は考慮されているんだと思います。委員会なの

でちょっと細かいことを聞きますけど、前に言われた、発送が遅くなっ

たっていうのが、個人情報が見えるっていうことが、この紙かと思った

んですが、下のほうにペタンと貼ってありますよね、これくらいのが。

これは経費が結局はプラスになったんですか。 

 

河口経済部長 これにつきましては若干のプラスになっておりますが、相手方

の責任といいますか、その辺の気付きもなかったということであります

ので、その辺は協議して金額を出しているところでございます。 

 

髙松秀樹委員長 今、吉永委員が言われた追加をされた店舗について今後、広

報とかに記載するんですか。 

 

河口経済部長 ホームページには記載していきます。ただ、広報には、当初か

らの取扱店を載せてない状況の中で、ホームページは当初から全部載せ

て上で追加、追加という形になっております。広報につきましては、全

体であれだけのページ数がありますので載せることはできませんでした

ので、その辺の取扱いも同等にしたいということで、ホームページのみ

の公表としております。 
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髙松秀樹委員長 それともう一ついいですか。業者から郵便局に持ち込まれた

っていうことですけど、それはいつどのような形、もちろん一括じゃな

いですよね。（発言する者あり）一括ですか。では、いつ一括で持ち込

まれたか教えてください。 

 

河口経済部長 郵便局には厚狭郵便局と小野田郵便局それぞれに束で荷物とし

て置かれたのが９月２８日と聞いております。着いたとの確認は取れて

おります。それから仕分けして配り始められたということでございます。 

 

髙松秀樹委員長 ９月２８日に郵便局にもうあるわけですよね。（「そうです」

と呼ぶ者あり）それで今の話は１０月１７日、最長１０月１７日まで掛

かる。すごく掛かるんだね。郵便局のことなんで答弁できないとは思い

ますけども、答弁があるならどうぞ。 

 

河口経済部長 一応、郵便局とは、その辺で少しでも早くということでお話を

させていただきました。人の関係もあるかもしれませんけれども、でき

るだけ努力をして早めにするということはお聞きしておりますが、遅く

とも１７日になろうかということでお話を伺ったところでございます。 

 

髙松秀樹委員長 結構市民の間から、御存じのように、いやあの人に来たけど、

うちは来てないよとか、うちは来ないのとか、そういうのがあって、あ

る程度の多少の幅だったらそれはしようがないですよって思ったんです

けど。もう、一番最初に来た人は相当早く来ていると思うんですよ。一

番最後が１０月１７日っていうと、相当日にちがあって、行政はきちん

と９月２８日に郵便局に持って行ったという話になるとですね。今、郵

便局ってそうなんだなっていうふうにしか思えないんですけど。何とな

く釈然としない部分は、特に私も含めて議員の間ではあるんじゃないか

なと思います。 

 

山田伸幸副委員長 先ほど郵便局とのそういう話ということなんですけど、そ
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れは厚狭郵便局、小野田郵便局双方がそういうふうに言っているんでし

ょうか。 

 

河口経済部長 多分、発送件数の違いがあると思います。厚狭郵便局のほうは

早く多分皆さんにお届けできているのではないかというふうに思います

が、小野田郵便局については数が多いということもありますので、最大

１７日というふうに小野田郵便局から聞いております。 

 

吉永美子委員 少し前にあった特別定額給付金のときは、たしか早かったと思

うんですけど、この差は何ですか。 

 

河口経済部長 これは郵便局に、うちとしては早めに郵送をお願いしたいとい

うことしか言っておりませんので、あとは郵便局の扱いになろうかとい

うふうに思います。 

 

田尾総務課長 特別定額給付金に限りましては、直接郵便局と協議いたしまし

て、どうしても同時に早く配っていただかなくては困るというようなお

話で協議いたしまして、先手先手を打ちまして総動員体制を取っていた

だいての対応でしたので、今回と同じというのは難しいと思います。 

 

髙松秀樹委員長 今回も先手先手を取ればよかった。 

 

田尾総務課長 働く者の考え方でございますので、お願いはしますけども、そ

れ以上の無理は言えないということです。 

 

山田伸幸副委員長 それと取扱店舗ですよね。これは何かポスターが貼られて

いるかと思うんですけど、まだはっきりと目にしてないんですけど、そ

の辺はどうなっていますか。 

 

河口経済部長 先ほど申し上げましたように、取扱店舗にはのぼり旗とポスタ
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ー、それからステッカー、ステッカーは２種類ありますので両方を貼っ

ておられるところと一つしか貼っておられないところがございます。私

が見たところでは旗はもう当然見えるところに取扱店については出して

おられる。それから、あるとこではもうポスターは入り口のところに貼

ってあるという確認をしているところはございます。 

 

山田伸幸副委員長 それは取扱店舗全体にもう配布されているんですか。 

 

河口経済部長 はい、そのとおりでございます、全部に。そして追加部分は、

後々になりますけれども郵送しております。 

 

長谷川知司委員 スマイルチケットの中に取扱店の一覧があります。これはた

しか業種別に分けてあったと思うんですね。逆に、私たちあるいはお年

寄りから見れば、校区ごとに分けることができなかったのか。そういう

発想がなかったのかどうかお聞きします。 

 

河口経済部長 校区別という意識を持っておりませんでした。やはり飲食店が

初めに来てると。それから小売の関係という形で来ておりますが、両方

で使えるところ、それから飲食店は両方のチケットが使えるんですけど、

小規模事業者については、両方使えるところと使えないところが当然あ

りますので、それからサンパークはまとめてやるという形で、こちらと

してはそういうふうな業種別的なところで見ていただければというふう

に思って整理をいたしました。 

 

長谷川知司委員 私が感じたのは、スマイルチケットの配布はすごくいいんで

すが、本当に利用者、お年寄りのために思ってやっているかなと。配慮

が足りんように思いました。やはり近所で使いたいという気持ちで作ら

れたと思うんですね。そういう場合、今回のこの一覧リストは寂しい思

いをしたっていうのを感想で申します。 
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吉永美子委員 のぼりを何箇所かで見ていますが、あれは観光協会のキャラク

ターですよね。あれはどうやって観光協会のキャラクターにしたのかっ

ていう、市のものにはならないでしょ。どういう考えになるんですか。 

 

河口経済部長 今回のポスターにしろ、チケットのキャラクターにしろ、観光

協会で一つ新たなものができましたので、それも広めていきたいという

のもございました。絵柄もきれいで、かっこいいというようなこともあ

りましたので、今回はスマイルマークと一緒にチケットとして印刷をさ

せていただいたりしております。これは観光協会のものでございますが、

そういうものも活用しながら、市に広めていきたいというところがござ

いましたので、今回はそのようなことで決定させていただきました。 

 

吉永美子委員 そうなると、著作権じゃない何って言うんですか、それは市が

キャラクターについては自由に使えるということになるっていうことで

すね。 

 

河口経済部長 キャラクターについては観光協会の了解を得た上で、今回も掲

示をさせていただきましたので、Ⓒとか付いていると思いますけど、そ

ういう形で使っております。 

  

田尾総務課長 もう１点報告事項があります。教育委員会から報告がございま

して、小中学校の運動場と体育館は日曜日には開放していないものなん

ですけれども、今までスポーツ少年団とか使用するのに制限がございま

したので、本年度に限り日曜日も開放させていただくという報告がござ

いました。 

 

髙松秀樹委員長 という教育委員会からの報告でございますけど、よろしいで

すか。それでは、ここで執行部の皆さんの退席をお願いします。換気の

ために７分休憩いたします。再開は２時３５分に再開いたします。それ

では暫時休憩いたします。 
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午後２時２８分 休憩 

 

午後２時３５分 再開 

 

髙松秀樹委員長 それでは委員会を再開いたします。次に、要望書の作成につ

いてということで先日、江田支部長からいろんなお話を聞きまして、要

望書を作りました。皆さんの御意見を基にして２点ありましたが、１点

のみの要望ということで作っております。読み上げますので、あと御意

見をください。新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望書（そ

の４）です。令和２年９月２９日に山口県飲食業生活同業組合小野田支

部にヒアリングを行った結果、次の事項が必要と考えるので市長に対し

て要望してください。委員会から議長に対するものですので、こういう

書き方です。新型コロナウイルスの感染拡大により全国に緊急事態宣言

が出され、市内の飲食店は大きな打撃を受け、宣言の解除後、回復途上

にあった最中の８月下旬に市内の飲食店で県内初のクラスターが発生し、

窮地に追い込まれました。市長におかれては、飲食店に対する利用者の

信頼の確保と飲食店が事業継続できる環境づくりを推進するため、感染

防止対策に取り組む飲食店を市民に広く紹介し、安心して利用できる飲

食店であることを知らせる新型コロナウイルス感染防止対策取組宣言飲

食店応援制度を創設されました。そして早速、当該制度認定第１号の店

舗が誕生したことは誠に喜ばしい限りです。ただ、飲食店がこの応援制

度に係る認定を受けるには、感染防止のための備品や消耗品の整備が必

要です。ついては、飲食店の収益が著しく悪化している折、是非、当該

経費に対する金銭的支援を求めます。こういう要望を取りまとめており

ますが、ちょっと１か所脱字がありましたので、それを入れて今読みま

したけど、こういう形でいかがでしょうか。いいですか。 

 

長谷川知司委員 今度は臨時市議会が予定されておりますが、その中に、この

ことがもう対策済みであるかどうかだけは確認しておいていただきたい
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と思います。 

 

髙松秀樹委員長 分かりました。ほか、この文書でいいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）これで早速議長に提出いたしまして、議長からすぐ市長に

要望を提出していただきたいと思います。はい。ほかはよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）はい。それでは以上をもちまして、新型コロ

ナウイルス感染症対策特別委員会を終わります。お疲れ様でした。 

 

午後２時４０分 散会 

 

令和２年（２０２０年）１０月９日 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員長  髙 松 秀 樹 


